
市
民
提
案
型
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業

　

事
業
報
告
会
開
催
・

新
年
度
事
業
提
案
募
集

【 

平
成
29
年
度
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
事
業
報
告
会
及
び

平
成
30
年
度
説
明
会
】

　

平
成
29
年
度
に
事
業
を
実
施
し
た
団

体
が
成
果
を
報
告
し
ま
す
。
平
成
30
年

度
の
募
集
に
つ
い
て
も
説
明
し
ま
す
。

と
き

　

３
月
20
日（
火
）

　

18
時
30
分
〜

と
こ
ろ

　

伊
豆
長
岡
庁
舎

　

３
階
会
議
室

内
容

　
（
１
）実
施
団
体
の
事
業
報
告

　
　

 

①
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

伊
豆
学
研
究
会

　
　

②
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｋ
Ｏ
楽
舎

　
　

③
伊
豆
の
国
郷
土
九
美
愛

　
　

④
き
に
ゃ
ん
ね
大
仁
夢
追
隊

　
　

⑤
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

高
原
倶
楽
部

　
　

⑥
伊
豆
の
国
市
音
頭
保
存
会

　
　

⑦
江
間
み
の
り
会

　
　
（
順
不
同
／
７
団
体
）

　
（
２
） 平
成
30
年
度
募
集
の
説
明

　

市
民
と
市
に
よ
る
協
働
事
業
の
提
案
を
募

集
し
ま
す
。

募
集
期
間

　

４
月
２
日
（
月
）
〜
27
日
（
金
）

　

 

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　
（
土
日
を
除
く
）

提
出
方
法

　

 

地
域
づ
く
り
推
進
課（
伊
豆
長
岡
庁
舎
）

に
持
参
ま
た
は
郵
送
（
必
着
）

※ 

郵
送
時
は
提
出
後
、
確
認
の
電
話
を
し
て

く
だ
さ
い
。

審
査

　

 

提
案
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
、
審
査
委
員

会
が
市
と
の
協
働
事
業
に
ふ
さ
わ
し
い
か

審
査
を
行
い
、
実
施
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
事
業
を
決
定
し
ま
す
。

協
定
書
の
締
結

　

 

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
実
施
に
あ
た
っ

て
、
事
業
開
始
ま
で
に
市
と
基
本
事
項
や

役
割
分
担
な
ど
を
明
示
し
た
協
定
書
を
締

結
し
ま
す
。

※ 

提
出
書
類
な
ど
の
詳

細
は
直
接
問
い
合
わ

せ
い
た
だ
く
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
て
、
市
民
活
動
団
体
な
ど

が
提
案
し
た
事
業
を
市
と
協
働
で
実
施
す
る
市
民
提
案
型
の
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

◆
応
募
で
き
る
団
体
の
要
件

　
 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
全
て
満
た
す
こ
と
を

要
件
と
し
ま
す
。

① 
営
利
を
目
的
と
し
な
い
、
自
主
的
に
公
益

的
な
活
動
を
行
う
団
体
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
市
民

活
動
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
、

自
治
会
等
）
で
あ
る
こ
と

② 

お
お
む
ね
５
人
以
上
の
会
員
で
組
織
し
て

い
る
こ
と

③ 

組
織
の
運
営
に
関
す
る
規
約
、
会
則
な
ど

が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と　

な
ど

◆
事
業
期
間

　

 

６
月
ご
ろ
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で
の
単

年
度
事
業
と
し
ま
す
。

◆
市
負
担
金

　

 

１
事
業
あ
た
り
上
限
20
万
円
と
し
、
採
択

時
に
内
容
を
精
査
し
た
上
で
決
定
し
ま
す
。

※ 

人
件
費
、
備
品
購
入
費
な
ど
は
対
象
外

【 

平
成
30
年
度
市
民
提
案
型

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
提
案
募
集
】

問 

市
役
所
地
域
づ
く
り
推
進
課

〒
４
１
０
‐
２
２
９
２

伊
豆
の
国
市
長
岡
３
４
０
‐
１

☎ 

０
５
５（
９
４
８
）１
４
１
２

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
と
は
？

◆
対
象
と
な
る
事
業

① 

公
益
的
ま
た
は
社
会
貢
献
的
な
事
業
で
、

提
案
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
市
民
活
動
団
体
な
ど

と
市
が
協
働
で
取
り
組
む
こ
と
で
、
課
題

解
決
が
図
ら
れ
る
も
の

② 

市
が
単
独
で
実
施
す
る
よ
り
も
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
、

市
民
活
動
団
体
な
ど
と
市
が
協
力
・
連
携

し
て
実
施
す
る
ほ
う
が
、
よ
り
高
い
効
果

が
期
待
で
き
る
も
の

③ 

そ
の
効
果
が
市
内
に
お
い
て
生
ず
る
も
の

◆
対
象
外
の
事
業

・
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の

・ 

宗
教
や
政
治
活
動
に
関
わ
る
も
の

・ 

国
、
地
方
公
共
団
体
ま
た
は
こ
れ
ら
の
出

資
法
人
な
ど
か
ら
の
助
成
を
受
け
て
い
る

も
の　

な
ど
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伊
い ず み

豆海 景
ひかり

キレイな景観大好き。
最近はステキな看板に
キョーミあり。
カメラを持ってまち歩き。

なるほど！屋外広告物
屋外広告物Ｑ＆Ａ①

　まちの魅力をつくり出すものはいろいろあると思いますが、まちなかを彩る看
板（屋外広告物）もそのひとつの要素です。まちの「おもむき」や「にぎわい」
を生み出す重要な要素である看板（屋外広告物）について、皆さんも一緒に考え
てみませんか。
　講師は、「美しい景観づくりキャンペーン in 伊豆半島」イメージキャラクター、
伊
い ず み

豆海景
ひかり

ちゃんです。

Ｑ１　「屋外広告物」って何？

A1

　一般的に、「看板」と呼ばれるもので、屋外広告物法において「常時又

は一定の期間、屋外で継続して公衆に表示」された「はり紙・はり札・

立て看板・広告塔のほか、建築物の壁面等に掲出されているもの」と規

定されています。

　例えば、お店の看板、案内看板、選挙看板、工事看板、バスのラッピ

ングなども屋外広告物なんですよ。

問 市役所都市計画課　☎ 055-948-2909

Ｑ２　看板（屋外広告物）を出すのに何か手続きが必要なの？

A2

　原則的に、屋外広告物を表示・設置するときには許可が必要です。

　屋外広告物は広く不特定多数の人の目に留まり、町並みの景観を構成

する重要な要素です。このため、屋外広告物が町並みと調和しているか

どうかを確認し、一定の基準の中で秩序ある町並みを形成・誘導するた

めに許可制としています。

　また、屋外広告物は、適切に設置・管理されなければ良好な景観を損

ねるだけでなく、交通安全上の問題を引き起こしたり、強風や地震によ

る倒壊などにより貴重な生命や財産を奪ったりする危険性もあります。

こうした危害を防止するためにも適正な管理を指導しています。

～素敵な看板～
伊豆半島景観看板大賞

「下田ペリーロード　蔵」
下田市のペリーロード沿いにあるテナントです。
なまこ壁が残る風情ある町並みに調和するよう、モ
ノトーンで最小限の大きさにおさえられています。
周囲の景観をよく理解し、魅力の向上につながって
いる点が高く評価されました。


